
地球惑星科学委員会 

提言「地質地盤情報の共有化に向けて 

－安全・安心な社会構築のための 

地質地盤情報に関する法整備－」 

についてのフォローアップ報告書 

(地球惑星科学委員会 地球・人間圏分科会 地質・地盤情報小委員会 

および土木工学･建築学委員会 インフラ健全化システム分科会) 

１ 提言(記録)内容 

（背景） 

第21期の地球惑星科学委員会において、本レポートの出発点となる地質地盤情報の共有

化が議論されたが、東日本大震災によりその検討が中断された。第22期には、地球惑星科

学委員会の地球・人間圏分科会に地質地盤情報小委員会が設置され、検討が再開された。

この小委員会では土木工学・建築学委員会からも委員が参画し、平成25年１月31日、提言

「地質地盤情報の共有化に向けて－安全・安心な社会構築のための地質地盤情報に関する

法整備－」が発出された(参考資料1)。提言の骨子は、①地質地盤情報に関する包括的な

法律の制定、②地質地盤情報の整備・公開と共有化の仕組みの構築、③社会的な課題解決

のための地質地盤情報の活用の促進と国民の理解向上の3項目であり、地質地盤情報の重

要性と法整備の必要性が明確に唱えられた。第23期の土木工学・建築学委員会の活動方針

を審議する中で、インフラ健全化システム分科会が新規設置分科会の候補となり、第22期

からの地質地盤情報の共有化の議論を継続することを視野に入れて、分科会が設置され

た。この分科会では、インフラとしての情報基盤の整備とその利活用に関する審議を中心

に、社会インフラに関する情報をキーワードとして、地表面（土地情報）・地下（地質地

盤情報）・地上（基盤施設情報）と対象領域を大きく3つに分け、分科会活動が行われた。

この中の二番目のキーワードに上述の第22期の提言へのフォローアップが含まれており、

活動の継続性が担保され、第23期の土木工学・建築学委員会のインフラ健全化システム分

科会の記録（平成29年９月13日）(参考資料2)につながった。 

（内容） 

提言の骨子(参考資料1)が、前述のように 
① 地質地盤情報に関する包括的な法律の制定、

② 地質地盤情報の整備・公開と共有化の仕組みの構築、

③ 社会的な課題解決のための地質地盤情報の活用の促進と国民の理解向上

であることを受けて、インフラ健全化システム分科会では 

① インフラの健全化にあたっては、ハードとしての構築環境とソフトとしての法・制度の両

者を同時に考えるべきである。これらのハードとソフトに共通するキーワードは情報であ

る。

② 対象としている土地情報、地質地盤情報、基盤施設情報についても、インフラ整備に関わ

参考２ 
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る国、地方、民間等の主体が有するさまざまな情報を集約し、これらの主体が情報にアク

セスできるようにすることが必要である。 

③ その実現にあたっては、「統一的な情報プラットフォームの構築」に始まり、「情報の共

有・データベース化」、「情報のオープンデータ化」に至る一連の総合的な情報基盤整備

を行う必要がある。 

を記録(参考資料2)として残し、その中で地質地盤情報に特化した公開シンポジウム「地質地

盤情報の共有化を目指して－安全安心で豊かな社会の構築に向けて－」を開催して、第22期の提

言のフォローアップを目指した。 

 

２ 関連の提言等の年月日 

提言：平成 25年１月 31日（地球惑星科学委員会） 

 「地質地盤情報の共有化に向けて－安全・安心な社会構築のための地質地盤情報に

関する法整備－」(参考資料 1) 

インパクト･レポート：平成 26年 10月 1日（インパクト・レポート作成責任者：     

地球惑星科学委員会地球・人間圏分科会 

地質・地盤情報小委員会 委員長 佃 栄吉） 

(参考資料 3) 

  日本学術会議公開講演会：平成 28年１月 23日(日本学術会議講堂) 

               「強靭で安全・安心な都市を支える地質地盤の情報整備  

－あなたの足元は大丈夫？－」(参考資料 4) 

日本学術会議公開シンポジウム：平成 29年４月 27日(日本学術会議講堂) 

                「地質地盤情報の共有化を目指して－安全安心で豊か

な社会の構築に向けて－」(参考資料 5) 

  記録：平成 29年９月 13日（土木工学・建築学委員会インフラ健全化システム分科会） 

      「社会インフラとしての情報基盤の整備とその利活用について」(参考資料 2) 

 

３ 社会的インパクト 

（１）政策 

平成 29年 4月 27日開催の日本学術会議主催公開シンポジウム(参考資料 5)において、法

律の専門家である東京大学の宇賀克也教授より、ＧＩＳ法、強靭化法、官民情報活用基本法

のそれぞれの条文を挙げて、「地質地盤情報の法整備をすることは国の義務である」との見

解を述べていただき、さらにその内容を論文(参考資料 6)にしていただいた。 

この第 23期のインフラ健全化システム分科会のシンポジウム終了後の平成 29年 9月に、 

国土交通省では、社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会の「地下空間の

利活用に関する安全技術の確立について」の答申(参考資料 7)において、官民が所有する地

盤情報を共有化し、収集した情報のプラットフォームを構築することとして、今後の方向性

を示した。この答申に基づき、公共工事等において得られた地盤情報の収集・利活用を行う

ことを目的とした、「国土地盤情報データベース」の運営主体の公募を実施し、「一般財団法

人国土地盤情報センター」を運営主体として決定した。今後、順次、各地方整備局等と運営
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主体との間で協定を締結し、同データベースの運用が始まる。第 22期の提言のフォローア

ップが具体的な国土交通省の施策につながったことになる。 

 

（２）学協会・研究教育機関・市民社会等の反応 

平成 25 年７月 18 日、平成 25 年 1 月 31 日発出の地球惑星科学委員会からの提言の発出

を受けて、地質・地盤に関する学協会・業界が中心になり、「地質・地盤情報活用促進に関

する法整備推進協議会(その後、地質地盤情報の活用と法整備を考える会の設立につなが

る)」が設置された。この協議会は、産学が連繋して地質・地盤情報の整備及び活用促進に

関する法整備についての提言、推進を行い、国民の安全で安心な暮らし、強靱で活力ある社

会・国家の構築と発展に寄与することが目的である。また、この協議会では法整備に向けて、

地方自治体・企業代表者・有識者等に趣旨を説明し社会に対して広く後援を求め、法整備の

実現を目指しており、一連の活動とその反応は下記のホームページに詳しい。 

【法整備推進協議会 HP】http://www.zenchiren.or.jp/suishin/suishin_index.html 

その後、地球惑星科学委員会からの提言発出後のフォローアップの一環として、地球惑星

科学委員会地球・人間圏分科会と土木工学・建築学委員会学際連携分科会との共催で公開講

演会が開催された。この講演会では、地質地盤情報は、国民の暮らしの安全・安心と社会・

経済の持続的発展を支えるための必須の情報であるにもかかわらず、大都市の地質地盤は

未だに十分な可視化が進んでおらず、広く国民が活用する段階には至っていないことに鑑

み、多様な地下の地質地盤の情報整備の社会への迅速な橋渡しについて議論した。 

さらに、インフラ健全化システム分科会でも、平成 29年 4月 27日、日本学術会議講堂に

おいて開催された、公開シンポジウム「地質地盤情報の共有化を目指して－安全安心で豊か

な社会の構築に向けて－」(参考資料 5)では、シンポジウムの趣旨である「地質地盤情報の

共有化」および現状の不都合改善・情報共有化推進に供する「法整備」について、基調講演

およびパネルディスカッションにおいて、有意義な議論が行われた。その結果、地質地盤情

報の重要性とその共有化の理解が進み、法整備についてもその推進に積極的な意見が出さ

れ、その後の国土交通省の具体的な施策につながった。 

 

４ メディア(一部) 

・地質地盤情報の活用と法整備を考える会ホームページ 

http://www.geo-houseibi.jp 

・宇賀克也 平成 29 年 6月  

季報 情報公開・個人情報保護、第 65号「実務セミナー 第 43回地質地盤情報の共有化

と公開」、一般財団法人 行政管理研究センター、2017 年６月 (参考資料 6) 

・建通新聞電子版 平成 30年 1月 17日  

全地連、今春に国土地盤情報センター設立、[2018 年 1月 17日] 

・日刊建設工業新聞 平成 30年 1月 18日  

全地連／１８年春に「国土地盤情報センター」設立／地盤データの利活用促進へ  [2018

年 1月 18日 2面] (参考資料 9) 
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５ 考察と自己点検 

・このレポートは、地球惑星科学委員会 地球・人間圏分科会 地質地盤情報小委員会から第

22期に発出された提言があり、この提言がその後の土木工学・建築学委員会 インフラ健

全化システム分科会の活動につながり、第 23期の分科会活動の一環として開催された平

成 29年４月の公開シンポジウムを契機に具体的な国土交通省の施策につながったことを

報告するフォローアップ・レポートである。 

・具体的に述べれば、22期の提言のフォローアップが第 23期の分科会活動の場において継

承され、具体的な国土交通省の施策につながったことになる。考察は、提言のフォローア

ップが機能したことを説明する形で進めさせていただく。 

・第 22 期の提言のフォローアップは、提言のインパクト･レポート(参考資料 3)と第 23 期

の分科会活動の中で継承されていたので、本レポートは第 23期以降の限定的なフォロー

アップ・レポートになることをご容赦いただきたい。より広範囲のフォローアップについ

ては、学術の動向 2018 年 3 月号 pp.81-83（佃 栄吉「リスク認知のための官民協働によ

る戦略的地質地盤情報整備」）を参照していただきたい。  

・第 23期に開始された土木工学・建築学委員会のインフラ健全化システム分科会では、土

地情報、地質地盤情報、社会基盤施設情報をそれぞれ単独に扱わず、それらを総合的に考

え、有機的に関係づけることを目標に、これらの情報システムの統合に重点を置いて活動

が進められた。 

・分科会活動の前半では、国土交通省総合政策局公共事業企画調整課 事業総括調整官 佐藤

寿延氏や国立研究開発法人産業技術総合研究所名誉リサーチャー 栗本史雄氏(第 22期の

提言作成メンバー)より、わが国の全体の動きをご紹介いただいた。 

・分科会の提言(最終的には記録)の準備にあたっては、「提言の発出までに時間がかかりす

ぎる」、「提言のフレーズ数が多く長文過ぎる」との指摘に配慮しつつ提言の準備を始めた。

その背景には、平成 29年 4月開催予定のシンポジウムを準備する段階で、提言は早めに

準備しておき、時期が到来したときにすかさず提言を引用できるようにしておくことが

望ましいとの指摘を受けたことが挙げられる。 

・このような状況の中、福岡市の博多駅前で平成 28 年 11 月 8 日早朝に大規模な陥没事故

が発生した。これを受けて、国土交通省内に「地下空間の利活用に関する安全技術の確立

に関する小委員会」が設置されるとの情報を得て、この小委員会の委員長予定者である大

西有三教授(関西大学客員教授)と分科会関係者が面談し、日本学術会議のインフラ健全

化システム分科会の審議状況の紹介とシンポジウムの基調講演の依頼を行った。 

・国土交通省内に設置され、平成 29年 2月に開催された、第 1回「地下空間の利活用に関

する安全技術の確立に関する小委員会」において、従来の地下空間の調査・研究は、主に

構造物(人工物）に重点が置かれている。そのため、地下構造物に隣接する地盤の性質、

地盤情報の取得は遅れている。地盤が、インフラの基礎であることが十分理解されている

とは言えない状況にあるとの指摘がなされた。 

・国土交通省の動きと連動して、平成 29 年 4 月 27 日（木）13：30～17:40 に国土交通省、

経済産業省、土木学会、日本建築学会、地盤工学会、日本不動産学会、日本地質学会、全

国地質調査業協会連合会の後援の下、日本学術会議講堂においてシンポジウムを開催し
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た。このときにも、一般社団法人 全国地質調査業協会連合会との連携は、雛形では表面

化してはいなかったものの、間接的な連携は常に保てていた(参考資料 5)。 

・このシンポジウムの成果は、前述の「地下空間の利活用に関する安全技術の確立に関する

小委員会」において紹介され、審議され、その後の答申の作成において一定の役割を果た

した。その背景には、答申を作成する委員会にインフラ健全化システム分科会の委員が数

名含まれていたことが挙げられる。 

・その後、インフラ健全化システム分科会では、平成 29年が活動の最終年度であることを

踏まえ、平成 29 年 4 月 27 日に日本学術会議講堂にて開催した公開シンポジウムの成果

を広く学術誌に公表し、併せて分科会の活動を記録としてまとめた(参考資料 2)。 

・期を同じくして、国土交通省では、社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術

部会の「地下空間の利活用に関する安全技術の確立について」の答申とりまとめ（参考資

料 7）において、官民が所有する地盤情報を共有化し、収集した情報のプラットフォーム

を構築することとして、今後の方向性を示した。答申に基づき、インフラ建設時において

得られた地盤情報の収集・利活用を行うことを目的とした、「国土地盤情報データベース」

の運営主体を公募し、「一般財団法人国土地盤情報センター（平成 30 年 4 月 2 日に内閣

府に認定された一般財団法人）」を運営主体として決定した(参考資料 8)。 

・自己点検としては、土木工学･建築学委員会インフラ健全なシステム分科会では具体的な

提案の作成までに 2年以上の期間を費やしており、国土交通省では小委員会の設立から 1

年以内で具体的な施策を提案し、実行している。この点は、分科会の委員の指摘どおりで

あった。日本学術会議の提言の発出までのスピードを上げ、タイムリーな提言を発出すべ

きであったと反省している。 

・今回の第 22 期の提言(参考資料 1)から第 23 期の公開シンポジウムの開催(参考資料 5)、

分科会の記録(参考資料 2)までの流れは、第 22 期において明確な提言が発出されていた

ことが大きく、その後のフォローアップは提言の一部が具体的な国の施策と直接結びつ

く機会に遭遇したことによっている。このことは、提言発出後のフォローアップが提言の

結実にとって重要であることを示唆しているように思われる。 

・現時点では、法整備の実現までには至っていない。今後、インフラの情報の共有化をより

加速するためには、法制度を含めて、より具体的な方策が必要になる。インフラの情報の

共有化および法整備に関する活動は政治的、社会的に賛同を得ることが必要であり、どこ

かの委員会あるいは分科会で活動が継続されることが望まれる。 

 

 

フォローアップ報告書作成責任者 

第 22期地球惑星科学委員会地球・人間圏分科会地質地盤情報小委員会 

委員長 佃 栄吉 

第 23期土木工学・建築学委員会インフラ健全化システム分科会 

委員長 依田照彦 
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参考資料 1：平成 25 年１月 31日採択の提言  

参考資料 2：平成 29 年９月 13日採択の記録 

参考資料 3：平成 26 年 10 月 1日のインパクト･レポート 

参考資料 4：平成 28 年１月 23日の公開講演会のチラシ 

参考資料 5：平成 29 年４月 27日の公開シンポのチラシ 

参考資料 6：地質地盤情報の共有化と公開（宇賀克也） 

参考資料 7：地下空間の利活用に関する安全技術の確立に関する小委員会 答申概要 

参考資料 8：平成 30 年４月 27日の国土交通省プレスリリース 

参考資料 9：日刊建設工業新聞 全地連／１８年春に「国土地盤情報センター」設立／地盤

データの利活用促進へ  [2018年 1月 18日 2面]文面コピー 

 
以上 
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